
 

 

 

外務省領事局ハーグ条約室 

２０２５年４月改訂 

 

１．旅券提出の手続 

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（以下、「実施法」と

略します。）の第１２２条第１項、第２項に基づき、家庭裁判所からお子様を出国させては

いけない旨が命じられ（「出国禁止命令」といいます。）、それに伴って、お子様が名義人と

なっている旅券の提出を命じられた（「旅券提出命令」といいます。）場合、お子様の旅券

を外務省に提出していただく必要があります。 

手続は以下のとおりです。 

 

（１）提出先 

提出の宛先は、外務省領事局ハーグ条約室のみです。都道府県のパスポートセンター等

では受け付けませんので、御注意ください。旅券提出命令が出されましたら、まずはハー

グ条約室まで御連絡ください（連絡先は本文末尾参照）。 

 

（２）提出方法 

以下の二通りから選択することができます。 

①外務省の窓口における提出： 

＊窓口における提出ができるのは、旅券提出命令を受けた御本人のみです。御本人以

外による提出は認められません。 

＊ハーグ条約室の職員と、来省される日時を事前に調整してください。日時が確定し

たら、外務省領事サービスセンター受付窓口（南庁舎１階）にお越しいただきます

（※ハーグ条約室に受付窓口はありませんので、御注意ください。）。 

  【ハーグ条約室連絡先】（電話）０３－５５０１－８４６６ 

             （Ｅメール）hagueconventionjapan@mofa.go.jp 

＊ハーグ条約室の職員が、窓口で本人確認をさせていただいた上で、旅券を受け取り

ます。その際、「旅券受領証」の交付を希望されるかどうかについて確認させていた

だき、御希望の場合はその場で交付いたします。 

 （本人確認書類については下記（３）を参照ください。） 

 

②郵送による提出： 

＊旅券を外務省宛に郵送することもできます。ただし、紛失防止のため、郵送の方法

は、必ず一般書留を利用するようお願いいたします。 

  【送付先】〒１００－８９１９ 

東京都千代田区霞が関２－２－１ 

       外務省領事局ハーグ条約室 宛 

旅券提出の手続について 



＊「旅券受領証」の送付を希望する場合には、返信用切手（１１０円分）を貼った封

筒に返送先を記載したものを同封していただきますようお願いいたします。 

 

（３）旅券を提出する際に御提出・御提示いただく書類 

（★窓口での提出／郵送での提出に共通します。） 

①お子様が名義人となっている旅券（提出を命じられた旅券が複数あれば全て） 

②別添「旅券提出届」（提出する旅券毎に１枚記載してください。）  

③裁判所から出された旅券提出命令決定書の写し 

④旅券提出命令を受けた方の本人確認のための書類（旅券法施行規則第５条第１項に規

定する書類） 

 （※本人確認書類の詳細については、別紙を御参照ください。郵送による提出の場合

は、当該書類の写し（氏名、生年月日が記載されているもの）を提出してくださ

い。） 

（※外国籍を有する方は、この旅券法施行規則第５条第１項に定めるもののほか、日

本国政府の承認した外国政府、権限ある国際機関又はその他の関係機関の発行し

た、旅券法施行規則第５条第１項に定めるものに準ずる書類を、本人確認書類と

して認めます。） 

 

２．旅券を提出しなかった場合 

旅券提出命令を受けたにもかかわらず期限までに旅券の提出を行わなかった場合、裁判

所は、実施法第１３２条に基づき、２０万円以下の過料に処することができますので、御

注意ください。 

 

お子様の常居所地国への返還申立の裁判が、決定の確定などにより終了しますと、出国

禁止命令が失効します。それに伴い、旅券を提出した方が旅券の返還を希望される場合は、

外務省は旅券を返還することになります（実施法第１３１条第２項）。旅券の返還に関する

具体的な手続、その他、御不明な点がありましたら、ハーグ条約室にお問い合わせくださ

い。 

 

 

外務省領事局ハーグ条約室             

〒１００－８９１９             

  東京都千代田区霞が関２－２－１      

電話：０３－５５０１－８４６６      

                                           (9:00-12:30/13:30-17:00) 

Email：hagueconventionjapan@mofa.go.jp   

 



【別紙】本人確認書類 

 

  

１．日本国旅券、個人番号カード、以下の別表に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資

格証明書等又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の

写真を貼り付けたもの 

２．上記１．に掲げる書類をやむを得ない理由により提示又は提出できない場合には、アに掲げる書

類のいずれか一つとイに掲げる書類のいずれか一つ。ただし、イに掲げる書類を提示又は提出で

きない場合には、アに掲げる書類を二つ 

 ア 住民票の写し、健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、

地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者

証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年

金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、印鑑登録証明書及び実印又はその他都道府県知事

がこれらに準ずるものとして特に認めるもの 

 イ 学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの

又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの 

 

別表  

運転免許証 

船員手帳 

海技免状 

小型船舶操縦免許証 

猟銃・空気銃所持許可証 

戦傷病者手帳 

宅地建物取引士証 

電気工事士免状 

無線従事者免許証 

認定電気工事従事者認定証 

特種電気工事資格者認定証 

耐空検査員の証 

航空従事者技能証明書 

運航管理者技能検定合格証明書 

動力車操縦者運転免許証 

教習資格認定証 

警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書 

 

写真付き身体障害者手帳（写真貼替え防止がなされているもの） 

運転経歴証明書（交付年月日が平成二十四年四月一日以降のもの） 

 


